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１ 令和７年度当初予算の概要について 

 

令和７年度は、後期高齢者医療制度が開始されてから 18年目となる。 

制度運営の状況としては、団塊の世代の制度加入による被保険者数の増加により

保険給付費が増加している。引き続き、被保険者に係る資格管理、保険給付の適正

化及び効果的な保健事業に取組むとともに、医療費の推移を注視していく。 

予算編成にあたっては、第９期特定期間（令和６・７年度）について、全世代対

応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律（令和５年法律第 31号）に基づく保険料率の算定により、必要額を計上した。 

保健事業では、第３期保健事業実施計画に基づき「健康的に自立した生活を送る

ことが出来る」高齢者を増やすことを目指し、生活習慣病等の重症化予防をはじめ、

高齢者の特性を踏まえた各種保健事業に市町村と連携し取組む。 

このほか、医療費通知、ジェネリック医薬品利用促進、第三者行為求償などの医

療費適正化に引き続き取組み、後期高齢者医療制度の安定的な運営に努める。 

 

 

 

２ 一般会計予算について 

 

一般会計予算は、主に事務局経費である総務管理費のほか、議会費、選挙費、監

査委員費､社会福祉費（特別会計への繰り出し)などであり､総額は 7 億 9,576 万   

9千円を計上、前年度比 1億 3,835万 9千円、14.8％の減となった。 

 

⑴  歳入予算について 

    ① １款 分担金及び負担金 

市町村からの負担金 7 億 9,444 万 3 千円を見込んだものであり、前年度比

2,314万円 1千円、3.0％の増となった。各市町村の負担金の額は、広域連合規

約第１８条に定める共通経費のルールに基づき、均等割 10％、高齢者人口割

45％、人口割 45％により算定した額である。 

 

② ２款 財産収入 

財政調整基金の利子を見込んだものであり、2万 5千円を計上した。 

 

③ ３款 繰入金 

    存目として 1千円を計上した。 

 

 

④ ４款 繰越金 
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存目として 1千円を計上した。 

 

⑤ ５款 諸収入 

預金利子及び遠隔地から派遣されている職員の借上げ住居使用負担金等  

129万 9千円を見込み、前年度比 44万 7千円、52.5％の増となった。 

 

 

⑵ 歳出予算について 

① １款 議会費 

定例会開催（７月､２月）に係る経費及び議員報酬などについて､61万 9千円

を計上、前年度比 3千円、0.5％の減となった。 

 

② ２款 総務費 

総務費は､2億 7,194万 8千円､前年度比 3,811万 9千円、16.3％の増となっ

た。 

１項総務管理費については、市町村からの 21名の職員派遣に係る人件費負担

金 1億 8,951万円のほか、事務局経費など総額 2億 7,181万円を計上した。 

２項選挙費は委員会開催経費 4万 8千円を、３項監査委員費は監査に係る経

費 9万円をそれぞれ計上した。 

 

③ ３款 民生費 

特別会計への事務費分として市町村負担金を繰り出すため､5億 1,820万 2千

円を計上し、前年度比 1億 7,647万 5千円、25.4％の減となった。 

 

④ ４款 予備費 

不測の事態に対応するため、前年度同額の 500万円を計上した。 
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３ 特別会計予算について 

 

  特別会計予算は、療養の給付や葬祭費の支給などの保険給付費、被保険者の疾病

や生活習慣病の早期発見を目的とした健康診査、高齢者の健康保持増進のための保

健事業費のほか､総務費､特別高額医療費共同事業拠出金などであり､総額 1,694 億

3,147万 4千円を計上、前年度より 61億 5,630万 4千円、3.8％の増となった。 

 

⑴ 歳入予算について 

①  １款 分担金及び負担金 

市町村からの負担金は、303億 3,702万 2千円を計上し､前年度比 13億 2,362

万 7千円、4.6％の増となった。 

１項１目保険料等負担金は、前年度比 8 億 5,585 万 1 千円増の 169 億 3,029

万 1千円を計上しており、内訳は、広域連合が賦課し市町村が徴収する保険料  

131 億 3,387 万 6 千円及び保険料軽減分への保険基盤安定繰入金（県 3/4、   

市町村 1/4負担）として、37億 7,058万 5千円を計上した。 

２目療養給付費負担金は、前年度比 4 億 6,777 万 6 千円増の 134 億 673 万 1

千円を計上しており、これは自己負担割合が３割の現役並み所得者を除く、自

己負担割合が１割及び２割の被保険者の医療給付費に対する市町村の定率負担

分（1/12）である。 

 

②  ２款 国庫支出金 

国からの支出金は、580億 6,306万 2千円を計上し、前年度比 21億 8,437万

1千円、3.9％の増となった。 

１項１目療養給付費負担金は、自己負担割合が３割の現役並み所得者を除く、

自己負担割合が１割及び２割の被保険者の医療給付費に対する国の負担分

（3/12）であり、前年度比 14億 332万 7千円増の 402億 2,019万 2千円を計上

した。 

２目高額医療費負担金は、高額な医療費（レセプト１件当たり 80万円超）に

ついて、1/2を公費で負担するもので、国の負担（1/4）であり、前年度比 7,977

万 4千円増の 10億 2,161万 7千円を計上した。 

２項１目調整交付金は、広域連合間の被保険者の所得格差による財政力の不

均衡を是正するために交付される普通調整交付金のほか、制度運営や保健事業

推進のため交付される特別調整交付金であり、前年度比 7億 294万 7千円増の

167億 2,911万 7千円を計上した。 

２目民生費国庫補助金は、健康診査に対する補助金であり、前年度比 162万

3千円増の 9,213万 5千円を計上した。 

４目社会保障・税番号システム整備事業費補助金は、マイナンバーカードと

健康保険証の一体化の促進に係る補助金で、存目として１千円を計上した。 

 

③  ３款 県支出金 

県からの支出金は、144 億 2,834 万 8 千円を計上し、前年度比 5 億 4,755 万 
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円、3.9％の増となった。 

１項１目療養給付費負担金は、国庫支出金の療養給付費負担金と同様である

が、医療給付費に対する県の負担分（1/12）として、前年度比 4 億 6,777 万    

6千円増の 134億 673万 1千円を計上した。 

２目高額医療費負担金も、国庫支出金の高額医療費負担金と同様であるが、

高額な医療費に対する県の負担分（1/4）として、前年度比 7,977万 4千円増の

10億 2,161万 7千円を計上した。 

 

④  ４款 支払基金交付金 

支払基金交付金は、643億 4,235万 9千円を計上し、前年度比 22億 4,497万

6千円、3.6％の増となった。後期高齢者医療保険への現役世代からの支援金で

あり、自己負担割合が３割の現役並み所得者に係る医療給付費の 87.33％、自

己負担割合が１割及び２割の被保険者に係る医療給付費の 37.33％に相当する

額が交付される。 

 

⑤  ５款 特別高額医療費共同事業交付金 

特別高額医療費共同事業は、1億 1,257万 7千円を計上し､前年度比 3,000万

8千円、36.3％の増となった。著しく高額な医療に関する給付（１件当たり 400

万円を超えるレセプトの 200万円超の部分）について、後期高齢者医療の財政

に与える影響を緩和するため行われる。 

 

⑥  ６款 財産収入 

医療給付費等準備基金の利子収入について、前年度比 224万円増の 260万円

を計上した。 

 

⑦  ７款 繰入金 

繰入金は、20億 1,820万 2千円を計上し、前年度比 1億 7,647万 5千円、8.0％

の減となった。 

１項一般会計繰入金は、特別会計の事務費に充てるため一般会計から繰入れ

るものであり、前年度比１億 7,647万 5千円減の 5億 1,820万 2千円を計上し

た。 

２項基金繰入金は、令和７年度保険給付費分として医療給付費等準備基金か

ら繰入を行うもので、前年度と同額の 15億円を計上した。 

 

⑧  ８款 繰越金 

繰越金は、前年度と同様、存目として 1千円を計上した。 

 

⑨  ９款 諸収入 

諸収入は、1億 2,730万 3千円を計上し、前年度比 7千円の増となった。 

１項１目延滞金、２項１目預金利子については、前年度と同様、存目として

1千円ずつを計上した。 
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３項雑入について、１目第三者納付金は 1億 2,725万 3千円を計上した。 

２目返納金については、前年度と同様、存目として 1千円を計上した。 

３目雑入については、前年度比 7千円増の 4万 7千円を計上した。 

 

⑵ 歳出予算について 

①  １款 総務費 

総務費は、医療費通知書、高額療養費等支給決定通知、ジェネリック医薬品

差額通知等の作成業務委託料、電算処理システム運用業務委託料、レセプト点

検等委託料の経費など、前年度比 1 億 8,312 万 5 千円、25.8％減の 5 億 2,558

万 5千円を計上した。 

 

②  ２款 保険給付費 

保険給付費は、療養諸費、審査支払手数料、高額療養諸費、その他医療給付

費で、1,675億 5,974万 3千円を計上し、前年度比 62億 3,222万 8千円、3.9％

の増となった。 

１項療養諸費は、前年度比 62億 7,372万 8千円増の 1,649億 3,788万 6千円

を計上した。内訳は、１目療養給付費 1,642億 775万 7千円、２目療養費 7億

3,002万 8千円、３目特別療養費は存目として 1千円、４目移送費 10万円をそ

れぞれ計上した。 

２項審査支払手数料は、レセプトの審査及び医療機関へ保険給付費を支払う

にあたって山形県国民健康保険団体連合会に支払う手数料であり、前年度比

1,668万 5千円増の 4億 8,666万 7千円を計上した。 

３項高額療養諸費は、自己負担額が世帯の状況に応じた限度額を超えた場合支

給するもので、前年度比 7,248万 5千円減の 14億 2,673万 3千円を計上した。 

４項その他医療給付費は、葬祭費及び傷病手当金であり、前年度比 1,430万

円増の 7億 845万 7千円を計上した。内訳は、被保険者が死亡したとき、その

葬祭を行った者に 5万円を支給する葬祭費７億 830万円、新型コロナウイルス

感染症に感染するなどして療養し、労務に服することができなかった被保険者

に支給する傷病手当金 15万 7千円をそれぞれ計上した。 

 

③   ３款 支払基金拠出金 

 支払基金拠出金は、医療制度改革に基づき現役世代に対し、出産育児支援金

を拠出するためのもので、前年度比 732万 9千円、5.5％の増の 1億 4,000万円

を計上した。 

 

④  ４款 特別高額医療費共同事業拠出金 

特別高額医療費共同事業は、著しく高額な医療に関する給付（１件当たり 

400 万円を超えるレセプトの 200 万円超の部分）について、後期高齢者医療の

財政に与える影響を緩和するため全国規模で行われるものであり、実施団体で

ある国民健康保険中央会への拠出金として、前年度比 3,000万 8千円、36.3％

増の 1億 1,272万 7千円を計上した。 



 - 6 - 

⑤   ５款 保健事業費 

保健事業費は、高齢者の健康診査及び健康増進のための事業費であり、前年

度比 6,762万 4千円、6.8％増の 10億 6,251万 8千円を計上した。 

１目健康診査費は、被保険者の疾病及び生活習慣病等の早期発見を目的に、

市町村へ委託して行う健康診査に係る経費で、前年度比 2,571 万 4 千円増の 5

億 924万 1千円を計上した。 

２目その他健康保持増進費は、令和６年度に 75歳になった被保険者を対象に

実施する歯周疾患検診や高齢者の健康増進のための各種訪問指導及び高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進に係る経費など前年度比 4,191万

円増の 5億 5,327万 7千円を計上した。 

 

⑥   ６款 基金積立金 

基金積立金は、医療給付費等準備基金利子収入を見込み、基金への積立てと

して、前年度比 224万円増の 260万円を計上した。 

 

⑦   ７款 諸支出金 

諸支出金は、過年度保険料の還付が主なものとなり、前年度比同額の 2,330

万 1千円を計上した。 

 

⑧  ８款 予備費 

予備費は、不測の事態に対応するため、前年度同額の 500万円を計上した。 


